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はじめに 
  平成２７年国勢調査によると、同年１０月１日現在の本県の６５歳以上高齢者数は

３４万３千人で、高齢化率は３３．８％と全国で最も高くなっており、内閣府の統計

では平成５２（２０４０）年に４３．８％になると推計されている。 
  また、平成２７年人口動態統計によると、本県の出生数は５，８６１人で、人口千

人当たりの出生数（出生率）は５.７と平成７年以来２１年連続して全国で最も低い数

値となっている。 
  その結果、若年層を中心とした県外流出に加え、平成５年から死亡数が出生数を上

回り、近年では毎年１万人を超える人口減少が続いている。 
  このように全国一の少子高齢化と人口減少が加速している本県では、一人暮らし高

齢者や高齢者のみの世帯の増加などにより、中山間地域の生活支援サービスの低下が

課題となっている。これは都市部でも共通しており、核家族化の進行により、過去に

整備した住宅団地等でも高齢化・孤立化が進むと見込まれ、中山間地域と同様の課題

を抱えることが予測される。

 

  もとより地域住民は、住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けたいと願っている。

誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりのため、こうした課題に対応する必要が

ある。  
  本県に次いで高齢化率が３２．８％と高い高知県では、中山間地域における多様な

福祉ニーズに対応するため、子どもから高齢者まで、年齢や障害の有無にかかわらず、

誰もが気軽に集い、必要なサービスを受けられる小規模多機能支援拠点の整備を進め

ている。これは同様の課題を抱える本県にとって参考となる取組みである。 
  そこで、高知県モデルを参考に、本県の実情に合った総合相談・生活支援体制につ

いて検討するため、秋田県地域福祉推進委員会の専門委員会として「秋田型総合相談・

生活支援拠点あり方検討委員会（以下「委員会」という。）」を設置した。 

  本会では、平成１７年度から「地域福祉トータルケア推進事業」を実施し、重点項

目の一つである「総合相談・生活支援の仕組みづくり」に向けて、ワンストップで対

応できる総合相談システムの構築を目指してきた。その成果を含め、平成２６年度か

ら県の委託事業で「地域福祉再構築推進事業」を実施し、本県の地域福祉を推進する

ための課題と今後の方向性を整理した。 
  一方、国では「ニッポン一億総活躍プラン」で「地域共生社会」の実現を掲げ、「他

人事」を「我が事」として住民一人ひとりが主体的に取り組む地域づくりや、地域・

住民が抱える多様な問題を「丸ごと」受け止める総合相談体制づくりの構築を目指し

た取組みを進めている。 

  こうした状況を踏まえて、本委員会では高齢・障害・児童・生活困窮者等の縦割り

ではなく、既存の制度や施策に基づく「人・モノ・カネ」等を住民に身近な地域の「小

さな拠点」に集約すること、そこにワンストップの相談対応と一体的な生活支援機能

を備えることが必要と考え、本県における総合相談・生活支援拠点のあり方をまとめ

たものである。 
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これまでの取組みから

Ⅰ 地域福祉トータルケア推進事業

 (１)事業の概要・経過

   本県では、平成１６年以降の市町村合併により合併市町の範囲が広域化する中で、

これまで社会福祉協議会（以下「社協」という。）が進めてきた小地域福祉活動の低

下が危惧されていたこと、また少子高齢化や過疎化の進行、自殺率の高さなど多く

の福祉問題への社協としての対応を模索していたことなど、社協の方向性を考える

転換期にあった。

   こうした状況から、住民一人ひとりが安心、安全に生活できる「福祉でまちづくり」

の実現を目指し、従来の小地域ネットワーク活動を生かしながら、縦割りから横断的・

総合的に住民や地域が抱える課題をトータルに受けとめる拠点と人づくりを展開する

ことにより、地域福祉の理念を実現していくことが今後の社協の戦略と位置づけ、

「地域福祉トータルケア推進事業（以下「トータルケア」という。）」を進めることと

   トータルケアは、以下の重点項目を掲げ、平成１７年度から３年間、「モデル社協」

とモデル以外の「段階的取り組み社協」を指定し、全県的な事業推進を目指してきた。

   さらに平成２０年度から３年間、事業の深化を目指しモデル社協のフォローアップ

事業や、段階的取り組み社協の取組みをレベルアップさせるためのステップアップ事

業などに取り組み、社協の地域福祉活動の推進に努めてきた。なお、トータルケアの

実施状況を踏まえ、平成２１年度から重点項目を見直し、現在はその実現を目指して

市町村ごとに取組みを進めている。

トータルケアの重点項目
（平成１７年～２０年）

トータルケアの重点項目
（平成２１年～）

(１)総合相談・生活支援システムの構築

   住民の生活福祉課題にワンストップで対応する

総合相談のシステムを確立し、解決に結びつけるた

めのマネジメント機能を強化する。

(２)福祉を支える人づくり

   コミュニティソーシャルワーカーの養成を行う

とともに、市町村社協においては、住民の主体的な

参加による福祉活動を展開するため、地域の多様な

人材養成を進める。

(３)介護予防のための健康づくり・生きがいづくり

   保健・医療・福祉の連携により、「マイいきいき

プラン」を活用し、主に高齢者を対象に軽運動・趣

味活動などによる健康・生きがいづくりを通じて介

護予防を進める。

(４)福祉による地域活性化

   空き家・空き店舗等を活用した地域の福祉活動拠

点づくりのほか、新たな生活支援サービスやコミュ

ニティビジネスの創出を福祉関係団体や異業種団

体も交えて事業化し、福祉コミュニティや「福祉で

まちづくり」を住民とともに進める。

(１)安心づくり（総合相談・生活支援の仕組みづくり）

   住民の生活福祉課題に幅広く対応する総合相談窓口

を設置し、解決に結びつけるためのマネジメント機能

を強化し、地域におけるフォーマル、インフォーマル

の生活支援の仕組みづくりを行う。

(２)福祉を支える人づくり

   地域福祉活動を専門的に実践するため、県社協がコ

ミュニティソーシャルワーカーの養成を行うととも

に、市町村社協においては、住民の主体的な参加によ

る福祉活動を展開するため、地域の多様な人材養成を

進める。（地域福祉サポーターの養成）

(３)みんなの生きがい・喜びづくり

   高齢者のみならず、社会人や主婦、障害を持ってい

る方々など幅広い住民を対象に、生きがいづくりと地

域住民の一員として喜びを実感できるようなお互いさ

まの地域づくりを進める。

(４)福祉による地域活性化（地域福祉推進基盤づくり）

   高齢者や障害を持った方々、福祉サービスの狭間に

ある方々などが地域で安心して暮らせるような仕組み

づくりを福祉関係団体や異業種団体も交えて構築する

とともに、町内会、自治会、小学校区等を単位にした

自主的な福祉活動を支援していく（空き店舗活用、ふ

れあいサロンづくり、相談窓口の設置など）。

した。
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 (２)トータルケアを進めるための課題

   地域住民の生活課題の解決に向けて、ワンストップで対応できる総合相談システム

の確立を目指し、全県的にトータルケアを進めてきたが、様々な要因により市町村に

よって取組みや成果に差がみられた。

   具体的な取組み・成果はここでは触れないが、トータルケアの取組み成果が生まれ

ている社協の特徴としては、役員を含めて職員の意識改革が図られたことにより事業

推進に理解が得られたことや、リーダーシップのあるキーパーソンがいること、行政

の信頼に基づき十分連携できていること、必要な財源の確保に向けて独自で工夫して

いること、などが挙げられる。

   一方で、トータルケアで目指した総合相談システムづくりに向けた行政等との連携

　　やキーパーソンの配置などの取組みが十分進んでいない市町村もあり、それらがトー

　　タルケアを進める上での課題ともなっている。

   行政との連携を図るという点では、社協が地域包括支援センターや障害者相談支援

事業所、自立相談支援機関などを受託して総合相談機能を有することや、行政の地域

福祉計画と社協の地域福祉活動計画を一体的に策定すること、などが有効である。

Ⅱ 地域福祉再構築推進事業

 (１)事業の概要・経過

   医療・介護・福祉の各分野が連携し、利用者のニーズに合わせて一体的に切れ目な

く支援していく「地域包括ケアシステム」を地域の特性に合わせて構築していくため、

平成２５年度に秋田県の委託事業で「地域福祉再構築研究会（以下「研究会」という。）」

を設置した。

   研究会では、今後の地域福祉のあり方について、３つの目指すべき方向性を示した

上で、具体的に取り組むための６つの重点項目と、県全体の機運づくりや市町村、地

域包括支援センター、社協が実践していくための役割・方向性をまとめて関係機関へ

提言した。

   また、平成２６年度から２年間、研究会が示した実践の具現化を目指し、秋田県の

委託事業により県社協がモデル地区を指定し、地域の生活課題に関する総合相談支援

機能の充実と課題解決の仕組みづくりに取り組んだ。

◆◆目目指指すすべべきき方方向向性性

①多様な生活問題をもれなく把握する仕組みづくり

②多様な生活問題を解決する仕組みづくり

③地域福祉を担う人づくり
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◆地域福祉推進のための主な関係機関の役割等 

≪市町村の役割・方向性≫

 ①地域包括ケアシステムの構築

  ・医療・介護・福祉のネットワークの構築

 ②地域福祉計画の策定

  ・制度の狭間の問題や複合ニーズ世帯等の問題への対応と解決の仕組みづくり

 ③世帯ごとの情報の統合と管理

 ④部署横断的な生活支援総合調整会議（仮称）の設置

 ⑤地域支援事業の推進

  ・要支援者への介護予防給付について住民主体の取組みを活用したサービス提供

≪県全体で目指すべき方向（機運づくり）≫

 ①若者からお年寄りまで多様な世代による地域づくりの推進

  ・介護予防の推進

  ・ふれあい・いきいきサロン等の設置を通した地域での居場所づくり

 ②認知症になっても地域で暮らせる仕組みづくり

  ・認知症サポーターの養成等による住民による支え合いの仕組みづくり

  ・権利擁護・成年後見制度の体制整備

≪地域包括支援センターの役割・方向性≫

 ①地域包括ケアシステムの推進

  ・医療・介護・福祉のネットワークを活用した、センターの実行体制の充実

  ・地域ケア会議の開催による関係機関との連携強化と要支援者情報等の共有

 ②地域支援事業の実施に伴うマネジメント機能の発揮

≪市町村社会福祉協議会の役割・方向性≫

 ①地域包括ケアシステムへの参画と連携

  ・在宅化が進む医療・介護分野との連携強化

 ②トータルケアの実践や、全国社会福祉協議会の「社協・生活支援活動強化方針」を踏

まえた、コミュニティソーシャルワーカーの配置による制度の狭間や生活困窮など多

様な生活問題への対応強化

 ③住民や民生児童委員、福祉員等から多様な生活問題に関する情報が社会福祉協議会に

提供される仕組みづくりの推進と住民活動の育成支援（小地域ネットワーク活動、ふ

れあい・いきいきサロン、地区社会福祉協議会、町内会福祉部等による地域福祉推進

基盤づくり、民生児童委員協議会定例会への参加等）

 ④生活支援サービス・インフォーマルサービスの開発に向けた実態把握

  ・在宅高齢者等の生活状況把握に努め、必要な生活支援サービスを創出

 ⑤地域福祉活動計画の策定

－ 5－ － 6－
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 (２)地域福祉を推進するための課題

   本県の地域福祉は、トータルケアの推進などにより一定の成果につながっているが、

市町村によっては小地域ネットワーク活動の対象者が一人暮らし高齢者に限定されて

いることや、総合相談・生活支援を社協機能だけでなく行政や他機関も含めて地域全

体で考える必要があること、またコミュニティソーシャルワーカーの研修を受講した

職員は増えているが専任のコミュニティソーシャルワーカーとして配置されている職

員が少ないことや、職場内の業務上の位置づけによりコミュニティソーシャルワーカ

ーとしての活動ができないことなど、様々な課題もある。

   そこで、これまでの取組みの成果と課題を踏まえ、研究会で示した６つの重点項目

ごとに今後の地域福祉を推進するための重点課題を整理した。

◆◆地地域域福福祉祉をを推推進進すするるたためめのの重重点点課課題題

①総合相談支援窓口の整備

〇市町村ごとに多様な相談にワンストップで対応

できる総合相談支援窓口を整備する

〇既存の相談機関同士の連携を強化する

〇複合ニーズ世帯の支援において活用できる相談

受付票やアセスメントシートを整備する

②多機関横断的連携システムの構築

〇地域包括支援センターにおける「地域ケア会議」

を活用し関係機関の連携強化を図る

〇関係機関によるネットワーク会議や個別のケー

ス検討会等の開催によって関係者間の横断的な

連携強化を図る

〇関係機関との情報共有を図るための連携シート

を整備する

〇関係機関と個人情報管理のためルールを定める

③制度外ニーズ対応システムの構築

〇専門職や住民の気づきを所属組織内や地域全体

で集約する仕組みをつくる

〇制度の狭間の問題への対応を検討する場として、

市町村レベルで部署横断的な「生活支援総合調整

会議」（仮称）を設置する

〇制度外のニーズに対応した新たな仕組みや支援

サービス等を開発する

④公私協働によるアウトリーチ体制の整備

〇介護支援専門員、保健師、ホームヘルパー、民生

委員、福祉員など家庭訪問を行う機会が多い専門

職等が、世帯全員や地域の状況に一層目を配り、

地域に潜在化する問題を把握し相談機関につな

ぐ仕組みをつくる

〇住民座談会等により、地域に潜在化する問題に対

する地域住民の気づきを高める

〇専門職や住民の気づきから家庭訪問を行い、問題

解決につなげていく

⑤地域福祉を推進する専門職の養成と配置

〇市町村社会福祉協議会等へコミュニティソーシ

ャルワーカーの配置を進める

〇コミュニティソーシャルワーカーや行政職員を

対象とした研修を実施し資質の向上を図る

⑥地域を基盤とした住民活動の支援体制の整備

〇小学校区あるいは町内会・自治会、集落単位で地

域福祉を住民主体で進める「地区社会福祉協議

会」や「町内会福祉部」等の設置と福祉員の養成・

配置を進める

〇地域福祉計画と地域福祉活動計画の策定を進め

る

－ 6－
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Ⅲ 医療・介護・福祉連携促進事業

 (１)事業の概要・経過

   高齢者等が介護や療養が必要な状態になっても住み慣れた場所で生活を続けること

ができる環境を整備するため、在宅生活支援に向けた医療・介護・福祉の連携強化を

図ることを目的として、秋田県は平成２５年に「秋田県医療・介護・福祉連携促進協

議会」を設置した。この中で、地域包括ケアシステムの早期構築を図るため、県レベ

ルでの課題抽出、課題解決に向けた対応策を検討し、医療・介護・福祉の関係団体や

市町村、県などが具体的に取り組むべき事項をまとめた。

   平成２６年度には市町村との意見交換を行い、市町村の現状や今後の取組方針を確

認した。また、平成２７年度には地域振興局単位で「地域の連携促進協議会」を開催

し、地域レベルの連携促進の検討や多職種連携の取組みのほか、ＩＣＴを活用した在

宅医療・介護の連携に向けた取組みの支援を行った。

   平成２８年度は連携体制の整備や連携人材の育成、在宅医療提供体制の強化のほか

県民への普及・啓発に取り組んでいる。

 (２)地域包括ケアシステム構築に向けた課題

   平成２５年１２月に「秋田県医療・介護・福祉連携促進協議会報告書」をまとめ、

医療・介護・福祉が連携するための課題と今後の取組みについて整理している。

主な課題と今後の取組み
・在宅医療に取り組む病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーション、薬局等が不足

・在宅医療に関する病院医師の理解不足

・郡市医師会内での病院、かかりつけ医（往診医）の役割分担が不明確

・緊急時の受入体制など支援病院、診療所によるバックアップ体制が未確立

・地域住民の在宅医療に関する認識不足

・郡市医師会や医師との連携不足

・介護側から医療サイドへの連携の働きかけに障壁

・医療に関する助言が得られにくく、急変時の対応に不安

・介護関係者の医療知識が不足

・インフォーマルサービス、アウトリーチ等を推進する人材が不足

・近隣や町内会等におけるインフォーマルサービスの実施体制が未整備

・地域支え合い機能の低下

・地域課題や福祉ニーズの把握が不十分

・合同研修の場がなく、医療との連携が不十分

【今後の取組】

○在宅医療に取り組む病院や診療所、歯科診療所、薬局等の拡充を図る

○郡市医師会が中心となり、各地域における病診連携や多職種連携等の取組みを推進する

【今後の取組】

○医療・介護、地域住民との連携を図りながら、要援護者のニーズを把握し、きめ細か

な支援を行っていくための仕組みを構築する

○コミュニティソーシャルワーカーの配置を促進する

【今後の取組】

○介護支援専門員の組織化等により、ケアマネジメントの質の向上を図る

○｢地域ケア会議｣への参画を通じて、多職種が協働しながら、まずは個別ケースを支援

していく体制づくりを進める

－ 7－
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・市町村によって、地域包括ケアシステムに関する意識や取組みにばらつき

・地域包括ケアシステム構築の中心的役割を担うべきことの認識が不足

・地域包括ケアシステムの構築に向けた指導力、調整力が不足

・関連団体との協議の場がなく、方向性が不一致

・介護予防プラン作成が多忙で、コーディネート機能の発揮が不十分

・認知度が低く、住民に地域包括ケアの目的や必要性の浸透が不十分
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秋田型総合相談・生活支援拠点の必要性

Ⅰ 秋田県過疎地域自立促進方針から

 (１)過疎化の現状と集落問題

   秋田県が平成２７年１１月に策定した「秋田県過疎地域自立促進方針（以下「過疎

自立方針」という。）」によると、本県では、少子高齢化や人口減少が急速に進み、２

５市町村のうち２１市町村（秋田市は河辺地区）が過疎地域、３市町（秋田市は雄和

地区）が準過疎地域となっており、全県市町村の８４％が過疎地域である。

   中山間地域が多い本県においては、

維持・存続が危ぶまれる小規模高齢者

集落が増加しつつあり、生活扶助機能

の低下や身近な生活交通手段の不足、

人口減少による空き家の増加、農林業

の担い手不足による森林の荒廃・耕作

放棄地の増加など「集落問題」が発生

している。

   また、医療施設が偏在しており、す

でに無医地区が存在するなど、医師不

足や地域医療の確保が喫緊の課題とな

っている。

 (２)集落再編整備等の考え方

   こうした中山間地域の集落を維持し

ていくためには、「小さな拠点」を中心

とした地域の基幹集落と周辺集落によ

  る集落ネットワーク圏を形成するなど、

近隣集落同士が目的や必要に応じて連携し、機能を相互に補完することで、人口減少

社会に対応できる高質でしなやかな集落づくりが必要である。

 (３)高齢者等の保健・福祉の向上及び増進を図るための対策

   高齢者や認知症になっても住み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けるためには、

高齢者の健康と生きがいづくりのほか、地域密着型サービスなど介護保険サービスの

基盤強化と質の向上が必要である。

   また、警察や関係機関と連携を図りながら、地域における高齢者の見守り活動など

生活扶助機能の低下を補う仕組みとして、地域住民が互いに支え合い・助け合う「互

助」活動の活性化も必要である。

   さらに、児童館などの健全育成活動拠点や親子の交流の場などの整備のほか、障害

者の社会参加と自立促進のための自立訓練や創作活動等の機会づくりも必要である。

(※)

※生活扶助機能…冠婚葬祭等地域住民どうしが相互に補完し合い

　　　　　　　　ながら生活の維持・向上を図る機能

10 

Ⅱ 県内の各種制度（法体系）・相談機関の状況から

   出生から死亡するまでの間に生じる出来事に対し、高齢・児童・障害・生活困窮な

ど分野ごとに制度が設計されているため、行政や各相談機関の担当窓口が多種多様に

存在している。

   世帯で複合的な問題を抱えている場合には、分野ごとに相談窓口を変えなければな

らないし、抱えている問題を対象とする制度や法律がない場合は、「制度の狭間」とし

て、どこにも相談できない状況が生まれる。

   住民にとっては、複合的な問題や制度の狭間の問題でも、「ここに行けば相談できる」

というワンストップ型の相談窓口が必要である。

◆各種制度と法体系のイメージ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分  野 

18 歳 

65 歳 

○生活困窮者

自立支援制度

○生活福祉資金

貸付制度

○地域包括ケアシステム

○新地域支援事業

○日常生活自立支援事業

○子ども・子育て支援新制度

○母子寡婦福祉法

○売春防止法

・女性相談所 等

○児童福祉法（１８歳未満対象）

・児童相談所（県・中核市）、児童家庭相談室（市町村）、

児童家庭支援センター（社会的養護施設）

○児童虐待防止法（１８歳未満の児童を持つ保護者）

・地域子育て支援センター 

○生活保護法

・福祉事務所 等

○生活困窮者

自立支援法

○障害者基本法、

障害者総合支援法

・

○老人福祉法、介護保険法、高齢者虐待防止法

（６５歳以上対象、一部４０歳以上）

・地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター 等

◆ゴミ屋敷

◆登校拒否

◆依存症

◆ひきこもり

◆自殺 等

出産 
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○児童福祉法（１８歳未満対象） 
・児童相談所（県・中核市）、 
児童家庭相談室（市町村）、 
児童家庭支援センター（社会的養護施設） 

○児童虐待防止法（１８歳未満の児童を持つ保護者） 
・地域子育て支援センター  



◆分野ごとの相談機関の状況（平成２８年１０月末現在） 

○居宅介護支援事業所（415 ヵ所） 
介護全般の相談 

○障害者相談支援事業所（82 ヵ所） 
 障害福祉に関する様々な相談 

○児童相談所（県内３ヵ所） 
18 歳に満たないすべての児童を対象に

福祉や健全育成に関する諸般の相談 

○女性相談所（県内１ヵ所） 
女性の悩み、ＤＶ被害等の相談 

○地域包括支援センター（市町村・中学校区 56 ヵ所） 
介護に関する相談や悩み、福祉や医療、その他の相談 

○児童家庭相談室（福祉事務

所等 17 ヵ所） 
児童福祉、健康、育児など

子どもの関すること全般 

県 域 

市町村域 

○在宅介護支援センター（法人等 52 ヵ所） 
地域の高齢者やその家族からの相談 

○自立相談支援機関（福祉事務所等 17 ヵ所） 
生活困窮（おそれのある）者からの相談 

○基幹相談支援センター（７ヵ所） 
 身体障害者、知的障害者、精神

障害者の相談 

○障害者就業・生活支援センター（７ヵ所） 
障害者の就業面と生活面の一体的な相談 

○難病相談・支援センター（１ヵ所） 
難病患者等の療養上、生活上の悩みや

不安等の相談 

○ひきこもり相談支援センター（１ヵ所）

ひきこもり状態にある本人や家族等の相談 

○地域若者サポートステーション

（２ヵ所） 
15歳～39歳までの若者からの職業

的自立に向けた相談 

○地域生活定着支援センター（１ヵ所） 
矯正施設退所後の福祉サービス利用に関する

本人又は関係者からの相談 

○地域子育て支援センター

（保育所等 79 ヵ所） 
 地域の子育て家庭からの

育児不安等の相談 

○児童家庭支援センター

（社会的養護施設０ヵ所） 
地域の児童福祉に関する

家庭その他からの相談  

【その他】 
○福祉事務所 
○市町村保健センター 
○ハローワーク 
○法テラス  等 

○高齢者総合相談・生活支援センター（１ヵ所） 
高齢者や家族の悩み、心配ごと等総合相談 

○認知症コールセンター（１ヵ所） 
認知症の本人や家族からの相談 

○ネウボラ（２ヵ所） 
妊娠・出産・子育てから就学時までの子育て世帯

が直面する「困ったこと」や「心配なこと」 

○県福祉相談支援センター（１ヵ所） 
高齢者、障害者、児童、女性の方の福

祉及び心の健康等に関する相談 

－ 11－



12 

Ⅲ これまでの取組みと国の動向から

   本会が進めてきたトータルケアの重点の一つに、「住民の生活福祉課題に幅広く対応

する総合相談窓口を設置し、解決に結びつけるためのマネジメント機能の強化と、地

域におけるフォーマル、インフォーマルの生活支援の仕組みづくりを行うこと」を掲

げており、地域福祉再構築推進事業では、「総合相談支援窓口の整備」を重点事項とし

ている。

   これは、厚生労働省プロジェクトチームがまとめた「新たな時代に対応した福祉の

提供ビジョン（以下「新たな福祉提供ビジョン」という。）」において、特に中山間地

域では縦割りではなく横断的かつ包括的な相談支援体制の必要性を示していることと

合致しているほか、厚生労働省の「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部が設置した

「地域力強化検討会」においても、市町村における包括的な相談支援体制を構築する必

要があるとしている。

◆新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン◆

  平成２７年９月に厚生労働省内にプロジェクトチームが設置され、「誰もが支え

合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現」として以下の方針を示した。

①高齢者、障害者、児童等の分野を問わない包括的な相談支援及び必要なサービスの分野横

断的かつ包括的な提供体制「新しい地域包括支援体制（全世代・全対象型地域包括支援）」

の確立

②ロボットやＩＣＴ等先進技術を用いた効率化、業務の流れの見直し等を通じた効率化によ

るサービスの質（効果）と生産性の向上

③コーディネート人材とサービス提供を担う総合的な福祉人材の育成・確保

◆「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部◆

  「地域共生社会」の実現に向けた検討を加速化させるため、平成２８年７月に厚
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先進事例から

Ⅰ あったかふれあいセンター（高知県）

 (１)事業概要 

   高知県の中山間地域においては、少子高齢化や過疎化の進行により集落が減少し、

５０世帯未満の小規模集落が６割以上を占め、小地域に各種制度に基づくサービスの

対象者が散在していることなどから、採算面で民間参入が進まず、多種多様な福祉ニ

ーズがありながらも必要なサービスが提供されにくい実態があった。 

   こうした制度サービスの対象とならない、あるいは制度の狭間にある多様なニーズ

に対応するため、平成２１年度から、子どもから高齢者、障害者のある人など誰でも

気軽に利用しながら交流し、地域で新しい支え合いを創出することを目的に「あった

かふれあいセンター」の設置が進められた。 

 (２)事業内容 

   あったかふれあいセンターは、三つの必須機能と拡充機能により構成される。 

 

必須機能

①集い＋付加機能 

 誰もが日中を自由に過ごせる「集い」機能に、「送迎」、託児や託老といった「一時預かり」、

障害者等の「就労及び生活訓練」、利用者やボランティア等を対象とした「福祉講座等の開催」、

地域住民等の「地域交流」の選択機能を一つ以上組み合わせ実施する。 

②訪問・相談・つなぎ機能 

 独居高齢者や障害者の見守り等訪問を基本機能に、日常生活の相談に応じる機能や、ニー

ズや課題を多機関につなぎ、連携して支援する機能を組み合わせ、地域包括支援ネットワー

クを構築する。 

③生活支援機能  

 生活支援の仕組みづくりで、ニーズに合わせ、住民参加等によるインフォーマルサービス

を創出できる体制の整備を図る。 

拡充機能 
 ①から③以外に「緊急の泊まり」や「買物、通院等の移動支援」、「配食」を付加し、拠点

機能を拡充する。 

 

   中山間地域では対象者ニーズが散在し、「集い」拠点からすべての支援を行うことは

不可能であり、かつ地域の支え合いをきめ細かく支援する観点から、サテライトの設

置も進めている。 

   廃校となった小学校や公民館から集落ごとの集会所まで、地域のニーズに即して場

所を選ばないサテライト型のサロンや交流の場がつくられている。 

   こうした事業展開の背景には、中山間地域等で住民への福祉サービスを維持し、個

人を支えるためには、「個」の支援だけでなく「地域（集落）支援」が重要であるとの

認識がある。 

 

事　業　内　容区分

   あったかふれあいセンターは、限定されない多様な住民とニーズを受けとめる拠点

で、支える側と支えられる側に区別されることなく、一体的に活動できる場であり、

地域の住民力が弱まっていく中で、住民の支え合いを拡充・強化していくため、住民

の主体的な活動を支援する仕組みでもある。 

   さらに、平成２６年度で１４３名を雇用しており、若者定住、さらにはＩターン・

Ｕターンの受け皿にもなっている。 

   高知県では、地域（集落）を維持し活性化するこうした仕組みを、行政が継続して

支援している。 

 

 

 

 (３)財源・運営体制 

   当初は国の「ふるさと雇用再生特別交付金」を活用し、交付金が終了した平成２４

年度からも、その事業成果と、人口減少や高齢化が進む高知県における「課題解決の

政策」として必要不可欠であるとの観点から、県と市町村で過疎債のソフト事業など

も活用し、さらに平成２５年度からは国の「安心生活基盤構築事業」も活用して事業

を継続している。 

   平成２６年度には３４市町村のうち２８市町村に３８か所の拠点と１７４か所のサ

テライトが設けられ、高齢者を中心とした集い機能を中核に、アウトリーチによる相

談支援、生活支援や移動支援など、地域の実情に応じた事業が展開され、そのほとん

どが市町村社協に委託されている（３８か所中２６か所が社協）。 

あったかふれあいセンターのイメージ
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   また、平成２５年度実績で、「集い」は年間延べ約１５万人以上が利用し、「訪問」

は延べ約２万５千人に提供されている。 

 

 (４)地域福祉計画への位置づけ 

   高知県では、平成２２年から市町村地域福祉計画と市町村社協地域福祉活動計画を

一体的に策定する「地域福祉アクションプラン」を展開し、県と県社協が両輪となっ

て市町村及び市町村社協の計画策定を支援してきた。 

   平成２１年度には３４市町村のうち６市町村でしか策定されていなかった計画が、

平成２５年度にはすべての市町村で策定され、あったかふれあいセンターはその中心

施策として、地域特性を生かして位置付けられている。 

 

 (５)地域福祉コーディネーターの配置と人材育成 

   高知県は、あったかふれあいセンターの配置に合わせ、そこで働く人材の育成にも

力を入れてきた。 

   あったかふれあいセンターに配置された「地域福祉コーディネーター」は「住民の

主体性を高め、住民と一緒に地域の生活課題解決の仕組みづくりに取り組む専門職」

と位置づけられ、高知県社協に委託された研修において、社協や地域包括支援センタ

ー職員、保健師、介護支援専門員等とともに、地域支援の技術と方法を学んできた

（平成２２年度～２５年度）。 

   平成２６年度からは、スタッフとそれを支えるコーディネーターを対象に、人材定

着と資質向上をめざした研修を実施している。 

 

 

 

                    ※ 全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会発行 

                        「地域福祉・生活支援拠点づくりの考え方と実際」 

                        ～地域包括ケアを住民主体ですすめるために～ から 

 

  



秋田型総合相談・生活支援拠点のあり方

  本会や行政の取組み、総合相談・生活支援拠点の必要性、先進事例等の検討を踏まえ、

　少子高齢化や人口減少が急速に進行する本県にあって、制度や施策の縦割りの弊害をなく

し、対象者を限定しない小地域におけるワンストップの横断的・総合的な相談支援体制を

構築するため、本県における総合相談・生活支援拠点のあり方を次のとおり提案する。

Ⅰ 総合相談機能について 

 (１)既存の各種相談機能を包含した総合相談拠点の整備

  ①地域の各種相談窓口の一元化（建物・機能の配置）

  ・各市町村に最低でも１カ所、高齢・障害・児童・生活困窮等の各分野を横断した総

合相談拠点を整備する。

  ・平成の大合併により広域化した市町村においては、住民の身近な旧町村単位にサテ

ライト機能としての総合相談拠点を整備する。

  ・新たに総合相談拠点（建物）を整備することが望ましいが、既存の相談機関（社会

福祉協議会の総合相談窓口、地域包括支援センター、自立相談支援機関、市役所や

町村役場の各種相談窓口など）の建物を活用し、相談窓口機能を集約させることも

考えられる。

  ・総合相談拠点には、生活困窮者自立支援制度による自立相談支援機関と権利擁護セ

ンターの機能を包含することが望ましい。特に自立相談支援機関については、町村

の窓口が県福祉事務所（北・山本・中央・県南）となるため、相談者が窓口を訪れ

る際の地理的・時間的な負担やリスクを軽減する必要がある。そのため町村におい

ては、総合相談拠点に自立相談支援機関の窓口機能を包含することが望まれる。

  ②包含できない相談機関との連携体制の構築

  ・地域包括支援センター主催の「地域ケア会議」や生活支援体制整備事業で市町村が

設置する「協議体」、社会福祉法人が地域公益活動を実施するための「地域協議会」

等地域の関係者による各種ネットワーク会議等を活用し、制度の狭間の問題や複合

的な問題を抱えるケースの支援方策を検討するなど、横断的な支援調整の場が必要

である。

    「新たな福祉提供ビジョン」では、縦割りではなく横断的かつ包括的な相談支援体制

を構築するモデル事業として「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」が実

施されるなど、関係機関との協働の中核を担う機能が必要としている。

  ・相談機関によってアセスメントの内容に偏りがないように、どこに相談しても必要

な情報把握ができる相談受付票やアセスメントシートなどの様式を統一するなど、

専門職による気づきを記録し、共有できる専門職・他機関との連携シートの開発・活

用が必要である。

◆権利擁護センター◆

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分で支援を必要とする人が、住み慣れた

地域で安心して暮らすことができるようにお手伝いする相談・支援窓口。

－ 15－ － 16－
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  ③専門職の配置

  ・各相談機関に所属する専門職のほか、本会が養成しているコミュニティソーシャル

ワーカーや、生活支援体制整備事業による生活支援コーディネーターを配置する。

コミュニティソーシャルワーカーと生活支援コーディネーターの役割・機能が関連

することから、市町村の状況によっては、兼務による配置も考えられる。（図－１

参照）

  ・「新たな福祉提供ビジョン」を具体化するためのモデル事業「多機関の協働による

包括的支援体制構築事業」では、地域にある多様な相談支援機関を円滑にコーディ

ネートする「相談支援包括化推進員」が配置されている。この役割をコミュニティ

ソーシャルワーカーが担うことで、コミュニティソーシャルワークの実践として多

職種連携を基本としたチームアプローチによる相談支援が効果的に行われる。

  ・サテライト機能としての総合相談拠点にはコミュニティソーシャルワーカーや生活

支援コーディネーター等を派遣し、旧市町村圏域における相談支援を担う。

図－１ コミュニティソーシャルワーカーと生活支援コーディネーターの役割 
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※ 相模原市地域福祉推進協議会「コミュニティソーシャルワーカーモデル地区への配置に関する評価・検証」から抜粋 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

コミュニティソーシャルワーカー（地域福祉コーディネーター）

生活支援コーディネーターは、高齢者の地

域支援、仕組みづくりに取り組む 

コミュニティソーシャルワーカーは、対象者の分

けなく、個別支援、地域支援、仕組みづくりを担

う 

 相模原市では、社協のコミュニティソーシャルワーカーが生活支援コーディネーターを兼務し、

相談体制の重層化や支援者のネットワーク構築、地域福祉活動の担い手発掘等を検証している。

≪地域力強化検討会中間報告から≫ 

・ 生活支援コーディネーターを活用し、活動の範囲を高齢者だけでなく全ての世代の人を対

象に拡大することも考えられる。 

 例） 文京区社協では、区内３地区にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、生活支

援コーディネーター業務も兼務している。 

生活支援コー

ディネーター 
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  ④市町村地域福祉計画への位置づけ 

・「市町村地域福祉計画」の策定は市町村の努力義務とされているが、この計画に総

合相談拠点の整備を位置づけ、さらに市町村社協が策定する「地域福祉活動計画」

と一体的に策定することで、行政と社協の役割が明確化され、両者が協働して取り

組むための根拠となる。 
 
 (２)日常生活圏域への生活支援拠点の整備及びニーズ把握機能の付加 

  　本県では、小中学校の統廃合により校区が広範囲となっており、特に町村部では小

学校と中学校が各１校の地域がある。そのため、日常生活圏域は小学校区（地域によっ

ては統廃合以前の旧小学校区の場合もある）、町内会、集落ごとのエリアとするのが望

ましい。  
①拠点の確保  

  ・地域には、すでに「ふれあい・いきいきサロン」（平成２７年度末で９２４か所：

市町村社協状況調査）設置など住民の居場所としての機能が確保されているため、

そうした場所を生活支援拠点として位置づけ、活用することが効率的である。 
  ・また、地域コミュニティセンター、公民館、集会所、町内会館などのほか、少子化

や過疎化の影響で廃校舎や空き店舗、空き家などの資源も多数にあるため、これら

の有効活用も考えられる。  
  ・さらに、社会福祉法人の責務として「地域における公益的な取組み」が求められて

おり、高齢・児童・障害分野の各社会福祉施設や介護保険事業所などの施設機能の

活用や福祉以外の企業等の地域貢献としての機能活用なども考えられる。 
②専門職の派遣  

  ・総合相談拠点から、コミュニティソーシャルワーカーや生活支援コーディネーター

などの専門職が必要に応じて訪問し、地域住民に対する相談支援体制を確保する。  
③アウトリーチによる対応の強化  

  ・生活支援拠点に専門職が配置されることで、問題を抱えている個人や世帯への積極

的な訪問による情報把握や、相談支援が可能となる。  
④総合相談へつなぐ仕組みづくり  

  ・地域の民生児童委員や福祉協力員（福祉員）から気になる方（世帯）に関する相談

や情報提供を受けやすい仕組みや、地区社会福祉協議会、町内会福祉部などからも

“つながる”仕組みづくりが必要である。  
 
 (３)専門職の養成・配置 

   専門職は、地域や関係機関とのネットワークがあり、スキルと実践経験のある人材

が望まれる。  
①コミュニティソーシャルワーカー  

  ・本会では、平成１７年度から養成研修を実施しており、現在は社協職員に加え地域

包括支援センターや在宅介護支援センター、地域子育て支援センター、障害者相談

支援事業所等各分野の相談支援職員のほか、社会福祉法人職員等も対象としてコミ

ュニティソーシャルワークの実践者として養成している。  
  ・平成２８年度末現在で２７５名が修了し、内訳は社協職員１７０名、地域包括支援

センターや障害者相談支援事業所等の相談機関職員が６３名、社会福祉施設等職員

が４２名となっている。 
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②生活支援コーディネーター  

  ・秋田県が養成研修を実施しており、生活支援体制整備事業における第１層（市町村

全域）と第２層（中学校区等日常生活圏域）に配置される。  
  ・平成２８年１１月現在で１６３名が養成研修を修了しており、そのうち生活支援コ

ーディネーターとして配置されているのは第１層で８市町１１名、第２層で４市

２０名の計３１名で、うち６市町が社協に委託している。 

  ・コミュニティソーシャルワーカーと生活支援コーディネーター両方の受講修了者は

４０名おり、社協職員３３名、地域包括支援センター等相談機関職員５名、その他

２名となっている。  

Ⅱ 生活支援機能について

 
 (１)集う（高齢者・障害者・児童等の多世代交流拠点として）  

  ①交わる 

  ・介護者、子育て中の親、障害者の親族、引きこもり・不登校・不就労者の親族等、世帯の

中で様々な問題を抱えている当事者や同じ悩みを持つ方が集い、情報交換の場となる。 
  ・就学前の子どもと保護者や認知症高齢者、障害者の交流の場としてだけでなく、引

きこもりや不就労者の社会参加、自立促進のきっかけづくりの場として機能が期待

できる。  
  ・生活に不安を抱えている方や閉じこもりがちな方の居場所として活用できる。  
  ②楽しむ 

  ・茶話会、会食、レクリエーションなど、様々な世代の方が楽しみながら交流する場

として活用できるし、「子ども食堂」の開催も可能である。  
③送迎  

  ・地理的な状況や交通手段の問題などで生活支援拠点に来ることが困難な場合に、地

域の方が送迎したり、皆で買い物に出かけたりと地域の交通手段としても活用でき

る。  
  ④預かる 

  ・高齢者のミニデイサービス、就学前児童の託児所、学童保育としての活用も考えら

れる。  
  ⑤学ぶ 
  ・料理や趣味など地域住民が有する特技を生かした習い事や、小中学生の学習指導な

ど、様々な世代に応じた学びの場として活用できる。  
  ⑥泊まる 

  ・中山間地域における冬期間の共同生活の場や、一時的な生活の場として活用できる。

  
 (２)相談・訪問・つなぐ 

  ①ネットワークの形成 
  ・地域の多世代の住民が生活支援拠点に集うことで、気になる人や世帯の情報を共有

し、住民参加による見守り機能が生まれ、異変があったときに気づき、早期発見で

きる仕組みが確立される。  
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  ②アウトリーチの強化 

  ・気になる人や世帯の状況把握のため、受け身ではなく積極的に訪問することで支援

拠点としての機能が強化される。 
③専門職の配置  

  ・総合相談拠点からコミュニティソーシャルワーカーや生活支援コーディネーターな

どの専門職が派遣されることで、地域住民が気軽に相談できる環境・体制をつくる。 
  ・将来的には、第３層（生活支援・介護予防サービスの事業主体ごと）に生活支援コ

ーディネーターを配置することも考えられる。  
 
 (３)生活支援 

  ①フォーマル 

  ・ニーズに応じてシルバー人材センターによる有償サービスのほか、新しい介護予防・

生活支援サービスのうち、例えば行政の委託で社協等が実施するミニデイサービス

（通所Ａ型）や、ＮＰＯや民間事業者による生活援助（訪問Ａ型）、保健・医療の専

門職による食生活や運動などの生活習慣の改善指導等（通所・訪問型Ｃ型）などが

考えられる。  
  ②インフォーマル 

  ・地域住民による助け合い、支え合いの互助活動であり、ボランティア主体によるサ

ロンや居場所づくり、介護予防運動等（通所Ｂ型）や、それに係る移動送迎（訪問

Ｄ型）、生活援助（訪問Ｂ型）が考えられる。  
 
 (４)地域運営組織機能の付加 

   内閣府が設置した「まち・ひと・しごと創生本部」において、「地域の課題解決のた

めの地域運営組織に関する有識者会議」が開催され、地域住民自らが生活サービスの

提供やコミュニティビジネスの事業主体となりうる地域住民主体の組織（地域運営組

織）の形成が必要であるとしている。 
   地域運営組織は、中山間地域等における人口減少・高齢化の進行に伴い生活サービ

スの低下が見込まれる厳しい状況のなか、日常生活圏域である「集落生活圏」を維持

するため、生活サービス機能の集約・確保や周辺との交通ネットワークによる「小さ

な拠点」の形成を進めている。こうした「小さな拠点」において、地域住民が主体と

なって地域運営組織を形成し、共同活動を行うなどの取組みが求められる。 
 

Ⅲ 総合相談・生活支援拠点の設置について 

  本県では、平成の大合併により６９市町村が２５市町村に再編されたものの、合併を

選択しなかった市町村もあり、市町村の面積は大小様々となった。合併した市町におい

ては行政機能と合わせて社協も集約され、相当地域が広がる中で、住民に身近な場所で

の相談支援体制の確立が求められている。  
  市町村によって人口規模や小学校・中学校区など住民の生活圏域が異なり、地域包括

支援センターの設置形態も多様である実態を踏まえ、地域の形態に応じた総合相談・生

活支援拠点のあり方を考える必要がある。  
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居宅介護支援事業所 

小学校区 

（旧）小学校区 

町内会・集落 

保育所 

・生活支援拠点にＣＳＷ等を派遣 

・必要に応じて自宅訪問を実施 

総合相談拠点 

地域包括支援センター 

在宅介護支援センター 

基幹相談支援センター 

自立相談支援機関（窓口） 

連携 連携 

Ｃ

Ｓ

Ｗ

等

派

遣 

アウト 

リーチ 

医療機関 

医師、ＭＳＷ など 

障害者支援施設 

障害者相談支援事業所 

県福祉事務所 

自立相談支援機関 

児童家庭相談室 など 

施設法人委託の相談機関職員

をＣＳＷとして養成 

地域の社会資源 

民生委員・児童委員、福祉員、自治会、

子ども会、老人クラブ、婦人会、ボラン

ティア、ＮＰＯ、訪問看護等事業所、医

療機関、協議体、生活支援コーディネー

ター 等 

連携･協力･運営 

社協総合相談

≪ポイント≫

・各分野の相談機能を総合相談拠点に集約する。社会福祉施設が受託する相談機関など、集約が難しい

場合は連携の仕組みを構築する。この場合、相談機関の相談員をコミュニティソーシャルワーカーと

・自立相談支援機関の窓口機能を付加する。

・既存の「いきいき・ふれあいサロン」を活用するなど、小中学校区等の日常生活圏域に生活支援拠点

を置き、総合相談拠点からコミュニティソーシャルワーカー等の専門職を派遣する。

・生活支援拠点から地域住民へのアウトリーチを行う。

 (１)町村【単独】 

   合併を選択しなかった町村は、小学校・中学校が１校（羽後町を除く）のみ、地域
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◇町村【単独】ごとの人口、小・中学校数、地域包括支援センターの設置状況 

市町村 人 口 小学校数 中学校数 
地域包括支援センター 

設置数 運営主体 

小坂町 5,321 1 1 1 行 政 

上小阿仁村 2,281 1 1 1 行 政 

藤里町 3,370 1 1 1 社会福祉協議会 

五城目町 9,282 1 1 1 行 政 

八郎潟町 5,959 1 1 1 行 政 

井川町 4,910 1 1 1 社会福祉法人 

大潟村 3,063 1 1 1 行 政 

羽後町 14,935 4 1 1 行 政 

東成瀬村 2,625 1 1 1 行 政 

※「人口」は「秋田県の人口と世帯（月報）」平成 28 年 9 月 1 日現在 
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町内会、地域によっては集落単位への設置が望まれる。 
 
◇町村【単独】ごとの人口、小・中学校数、地域包括支援センターの設置状況 

市町村 人 口 小学校数 中学校数 
地域包括支援センター 

設置数 運営主体 

小坂町 5,321 1 1 1 行 政 

上小阿仁村 2,281 1 1 1 行 政 

藤里町 3,370 1 1 1 社会福祉協議会 

五城目町 9,282 1 1 1 行 政 

八郎潟町 5,959 1 1 1 行 政 

井川町 4,910 1 1 1 社会福祉法人 

大潟村 3,063 1 1 1 行 政 

羽後町 14,935 4 1 1 行 政 

東成瀬村 2,625 1 1 1 行 政 

※「人口」は「秋田県の人口と世帯（月報）」平成 28 年 9 月 1 日現在 

◇町村【単独】における総合相談・生活支援拠点のイメージ

して養成する。
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※ＣＳＷ：コミュニティソーシャルワーカー

生活支援拠点 

公民館・集会所、空き家・空き店舗等 

町 

特別養護老人ホーム 

居宅介護支援事業所 

小学校区 

（旧）小学校区 

町内会・集落 

保育所 

・生活支援拠点にＣＳＷ等を派遣 

・必要に応じて自宅訪問を実施 

総合相談拠点 

地域包括支援センター 

在宅介護支援センター 

基幹相談支援センター 

自立相談支援機関（窓口） 

連携 
連携 

アウト 

リーチ 

医療機関 

医師、ＭＳＷ など 

障害者支援施設 

障害者相談支援事業所 

県福祉事務所 

自立相談支援機関 

児童家庭相談室 など 

地域の社会資源 

民生委員・児童委員、福祉員、自治会、

子ども会、老人クラブ、婦人会、ボラン

ティア、ＮＰＯ、訪問看護等事業所、医

療機関、協議体、生活支援コーディネー

ター 等 

旧町村 

総合相談（サテライト） 

社協支所・デイサービス等 

Ｃ

Ｓ

Ｗ

等

派

遣 

旧町村単位にサテライト

総合相談機能を整備 

施設法人委託の相談機関職員

をＣＳＷとして養成 
社協総合相談

連
携

≪ポイント≫

・各分野の相談機能を総合相談拠点に集約する。社会福祉施設が受託する相談機関など、集約が難しい

場合は連携の仕組みを構築する。この場合、相談機関の相談員をコミュニティソーシャルワーカーと

・自立相談支援機関の窓口機能を付加する。

・既存の「いきいき・ふれあいサロン」を活用するなど、小中学校区等の日常生活圏域に生活支援拠点

を置き、総合相談拠点からコミュニティソーシャルワーカー等の専門職を派遣する。

・生活支援拠点から地域住民へのアウトリーチを行う。

 (１)町村【単独】 

   合併を選択しなかった町村は、小学校・中学校が１校（羽後町を除く）のみ、地域

包括支援センターも１か所のため、総合相談拠点を町村単位に最低１か所設置する。 
   生活支援拠点は大きくても小学校区のエリアとし、さらに統廃合前の旧小学校区や

町内会、地域によっては集落単位への設置が望まれる。 
 
◇町村【単独】ごとの人口、小・中学校数、地域包括支援センターの設置状況 

市町村 人 口 小学校数 中学校数 
地域包括支援センター 

設置数 運営主体 

小坂町 5,321 1 1 1 行 政 

上小阿仁村 2,281 1 1 1 行 政 

藤里町 3,370 1 1 1 社会福祉協議会 

五城目町 9,282 1 1 1 行 政 

八郎潟町 5,959 1 1 1 行 政 

井川町 4,910 1 1 1 社会福祉法人 

大潟村 3,063 1 1 1 行 政 

羽後町 14,935 4 1 1 行 政 

東成瀬村 2,625 1 1 1 行 政 

※「人口」は「秋田県の人口と世帯（月報）」平成 28 年 9 月 1 日現在 

◇町村【単独】における総合相談・生活支援拠点のイメージ

して養成する。

≪ポイント≫

・各分野の相談機能を総合相談拠点に集約する。社会福祉施設が受託する相談機関など、集約が難しい

場合は連携の仕組みを構築する。この場合、相談機関の相談員をコミュニティソーシャルワーカーと

・自立相談支援機関の窓口機能を付加する。

・既存の「いきいき・ふれあいサロン」を活用するなど、小中学校区等の日常生活圏域に生活支援拠点

を置き、総合相談拠点からコミュニティソーシャルワーカー等の専門職を派遣する。

・生活支援拠点から地域住民へのアウトリーチを行う。

 (１)町村【単独】 

   合併を選択しなかった町村は、小学校・中学校が１校（羽後町を除く）のみ、地域

包括支援センターも１か所のため、総合相談拠点を町村単位に最低１か所設置する。 
   生活支援拠点は大きくても小学校区のエリアとし、さらに統廃合前の旧小学校区や

町内会、地域によっては集落単位への設置が望まれる。 
 
◇町村【単独】ごとの人口、小・中学校数、地域包括支援センターの設置状況 

市町村 人 口 小学校数 中学校数 
地域包括支援センター 

設置数 運営主体 

小坂町 5,321 1 1 1 行 政 

上小阿仁村 2,281 1 1 1 行 政 

藤里町 3,370 1 1 1 社会福祉協議会 

五城目町 9,282 1 1 1 行 政 

八郎潟町 5,959 1 1 1 行 政 

井川町 4,910 1 1 1 社会福祉法人 

大潟村 3,063 1 1 1 行 政 

羽後町 14,935 4 1 1 行 政 

東成瀬村 2,625 1 1 1 行 政 

※「人口」は「秋田県の人口と世帯（月報）」平成 28 年 9 月 1 日現在 

◇町村【単独】における総合相談・生活支援拠点のイメージ

して養成する。

 (２)町【合併】

   町村合併した町には、旧町村単位に小学校・中学校が複数ある町と、合併後の統廃

合により中学校１校のみの町があるが、地域包括支援センターはいずれも１か所であ

るため、総合相談拠点を町単位に最低１か所設置する。

   ただし、町村合併により広範囲となっているため、合併以前の旧町村単位に総合相

談拠点のサテライト機能を確保する。これは社協の支所・センターやデイサービスセ

ンター等の活用が考えられる。

   生活支援拠点は、大きくても旧町村単位の小学校区のエリアとし、さらに統廃合前

の旧小学校区や町内会、地域によっては集落単位への設置が望まれる。

◇合併した町ごとの人口、小・中学校数、地域包括支援センターの設置状況

市町村 人 口 旧町村 小学校数 中学校数
地域包括支援センター

設置数 運営主体

三種町 16,696 

琴丘 2 1 

1 行 政森岳 2 1 

八竜 2 1 

八峰町 7,132 
八森 1 1 

1 
社会福祉法人

※H29.4.1から社協峰浜 1 0 

美郷町 19,720 

六郷 1 1 

1 行 政千畑 1 0 

仙南 1 0 

※ 「人口」は「秋田県の人口と世帯（月報）」平成 28 年 9 月 1 日現在

◇合併した町における総合相談・生活支援拠点のイメージ

－ 22－
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 (３)市【単独】

   鹿角市は昭和４０年代の合併による旧町村単位に小学校・中学校があり、地域包括

支援センターをエリアごとに複数設置している。

   総合相談拠点を市に最低１か所とするが、エリアが広範囲となっているため、合併

以前の旧町村単位に総合相談拠点のサテライト機能を確保することも考えられる。

◇単独の市で、エリアごとに地域包括支援センター１か所設置

市町村 人 口 旧町村 小学校数 中学校数
地域包括支援センター

設置数 運営主体

鹿角市 31,200 

花輪 3 2 1 鹿角市：行 政 

十和田 4 1 1 十和田：社会福祉法人 

尾去沢 1 1 
1 八幡平：医療法人 

八幡平 1 1 

※ 「人口」は「秋田県の人口と世帯（月報）」平成 28 年 9 月1 日現在

 (４)市【合併】

   市町村合併した市で、ほぼすべての旧市町村単位に小学校・中学校があるが、地域

包括支援センターの設置形態が異なり、①合併後の市に１か所、②人口規模やエリア

ごとに複数、③旧市は人口規模やエリアごとに複数で、旧町に１か所、と３つの形態

に分かれる。

   総合相談拠点を旧市単位又は人口規模等に応じて設置し、合併以前の旧町村単位に

総合相談拠点のサテライト機能を確保する。これは社協の支所・センターやデイサー

ビスセンター等の活用が考えられる。

   生活支援拠点は、大きくても旧町村単位の小中学校区とし、さらに統廃合前の旧小

学校区や町内会、地域によっては集落単位への設置が望まれる。

   なお、秋田市は人口規模が大きく、旧秋田市と旧河辺・雄和町との状況が異なり、

旧秋田市内にはおおむね中学校区エリアに地域包括支援センターが設置されている。

そのため、例えば地域包括支援センター設置エリアごとに総合相談拠点を整備し、秋

田市社協や自立相談支援機関が中核を担い、各総合相談拠点や関係機関との協働の仕

組みを構築するなど、独自に検討する必要がある。

≪ポイント≫

・各分野の相談機能を総合相談拠点に集約し、旧町村ごとに総合相談のサテライト機能を置く。社会福

祉施設が受託する相談機関など、集約が難しい場合は連携の仕組みを構築する。この場合、相談機関

の相談員をコミュニティソーシャルワーカーとして養成する。

・自立相談支援機関の窓口機能を付加する。

・既存の「いきいき・ふれあいサロン」を活用するなど、小中学校区等の日常生活圏域に生活支援拠点

を置き、総合相談拠点（サテライト含む）からコミュニティソーシャルワーカー等専門職を派遣する。

・生活支援拠点から地域住民へのアウトリーチを行う。

－ 23－
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 (３)市【単独】

   鹿角市は昭和４０年代の合併による旧町村単位に小学校・中学校があり、地域包括

支援センターをエリアごとに複数設置している。

   総合相談拠点を市に最低１か所とするが、エリアが広範囲となっているため、合併

以前の旧町村単位に総合相談拠点のサテライト機能を確保することも考えられる。

◇単独の市で、エリアごとに地域包括支援センター１か所設置

市町村 人 口 旧町村 小学校数 中学校数
地域包括支援センター

設置数 運営主体

鹿角市 31,200 

花輪 3 2 1 鹿角市：行 政 

十和田 4 1 1 十和田：社会福祉法人 

尾去沢 1 1 
1 八幡平：医療法人 

八幡平 1 1 

※ 「人口」は「秋田県の人口と世帯（月報）」平成 28 年 9 月1 日現在

 (４)市【合併】

   市町村合併した市で、ほぼすべての旧市町村単位に小学校・中学校があるが、地域

包括支援センターの設置形態が異なり、①合併後の市に１か所、②人口規模やエリア

ごとに複数、③旧市は人口規模やエリアごとに複数で、旧町に１か所、と３つの形態

に分かれる。

   総合相談拠点を旧市単位又は人口規模等に応じて設置し、合併以前の旧町村単位に

総合相談拠点のサテライト機能を確保する。これは社協の支所・センターやデイサー

ビスセンター等の活用が考えられる。

   生活支援拠点は、大きくても旧町村単位の小中学校区とし、さらに統廃合前の旧小

学校区や町内会、地域によっては集落単位への設置が望まれる。

   なお、秋田市は人口規模が大きく、旧秋田市と旧河辺・雄和町との状況が異なり、

旧秋田市内にはおおむね中学校区エリアに地域包括支援センターが設置されている。

そのため、例えば地域包括支援センター設置エリアごとに総合相談拠点を整備し、秋

田市社協や自立相談支援機関が中核を担い、各総合相談拠点や関係機関との協働の仕

組みを構築するなど、独自に検討する必要がある。

≪ポイント≫

・各分野の相談機能を総合相談拠点に集約し、旧町村ごとに総合相談のサテライト機能を置く。社会福

祉施設が受託する相談機関など、集約が難しい場合は連携の仕組みを構築する。この場合、相談機関

の相談員をコミュニティソーシャルワーカーとして養成する。

・自立相談支援機関の窓口機能を付加する。

・既存の「いきいき・ふれあいサロン」を活用するなど、小中学校区等の日常生活圏域に生活支援拠点

を置き、総合相談拠点（サテライト含む）からコミュニティソーシャルワーカー等専門職を派遣する。

・生活支援拠点から地域住民へのアウトリーチを行う。
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◇合併した市ごとの人口、小・中学校数、地域包括支援センターの設置状況 

 市町村 人 口 旧町村 小学校数 中学校数 
地域包括支援センター 

設置数 運営主体 

 

男鹿市 28,603 
男鹿 4 3 

1 行 政 
若美 2 1 

湯沢市 46,011 

湯沢 5 3 

1 行 政 
稲川 4 1 

雄勝 1 1 

皆瀬 1 1 

由利本荘市 78,604 

本荘 6 3 

1 行 政 

矢島 1 1 

岩城 1 1 

由利 1 1 

西目 1 1 

鳥海 1 1 

東由利 1 1 

大内 2 1 

潟上市 32,886 

天王 4 2 

1 行 政 昭和 1 1 

飯田川 1 0 

北秋田市 32,529 

鷹巣 5 2 

1 行 政 
森吉 1 1 

阿仁 3 1 

合川 1 1 

にかほ市 24,986 

仁賀保 2 1 

1 行 政 金浦 1 1 

象潟 3 1 

仙北市 26,728 

角館 3 1 

1 行 政 田沢湖 2 2 

西木 2 2 
 

横手市 90,425 

横手 5 2 
1 東部：行 政 

山内 1 1 

十文字 4 1 

1 南部：行 政 増田 1 1 

平鹿 3 1 

雄物川 1 0 

1 西部：行 政 大森 1 0 

大雄 1 1 

大仙市 81,673 

大曲 8 3 2 
中央：行 政 
南部：社会福祉協議会

神岡 1 1 

1 西部：行 政 西仙北 1 1 

南外 1 1 

中仙 4 2 

1 東部：行 政 仙北 2 1 

太田 3 1 

協和 1 1 1 協和：社会福祉協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＣＳＷ：コミュニティソーシャルワーカー 
 

生活支援拠点 

公民館・集会所、空き家・空き店舗等 

市 

人口規模 

小学校区 

（旧）小学校区 

町内会・集落 

・生活支援拠点にＣＳＷ等を派遣 

・必要に応じて自宅訪問を実施 

総合相談拠点 

地域包括支援センター 

在宅介護支援センター 

基幹相談支援センター 

アウト 

リーチ 

医療機関 

医師、ＭＳＷ など 

市福祉事務所 

自立相談支援機関 

児童家庭相談室 など 

地域の社会資源 

民生委員・児童委員、福祉員、地区社協、

自治会、子ども会、老人クラブ、婦人会、

ボランティア、ＮＰＯ、訪問看護等事業

所、医療機関、協議体、生活支援コーデ

ィネーター 等 

連携 

旧町村 

総合相談（サテライト） 

社協支所・デイサービス等 

旧町村単位にサテライト

総合相談機能を整備 

施設法人委託の相談機関

職員をＣＳＷとして養成 

特別養護老人ホーム 

居宅介護支援事業所 

障害者支援施設 

障害者相談支援事業所 

保育所 

連携 
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等

派

遣 

社協総合相談
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 ③旧市は人口規模・エリアごと、旧町に地域包括支援センター１か所設置

市町村 人 口 旧町村 小学校数 中学校数
地域包括支援センター

設置数 運営主体

秋田市 314,911 

秋田 37 20 16 
医療法人５

社会福祉法人９

社会福祉協議会２

河辺 3 2 1 社会福祉協議会

雄和 1 1 1 社会福祉法人

能代市 53,977 
能代 （※2） 11 6 1 行 政

二ツ井 1 1 1 社会福祉法人

大館市 73,155 

大館 12 6 4 
社会福祉法人３

社会福祉協議会

比内 3 1 1 社会福祉法人

田代 2 1 1 社会福祉法人

※１　「人口」は「秋田県の人口と世帯（月報）」平成 28 年 9 月 1 日現在

※２ 能代市は平成２９年度から３か所となる予定

≪ポイント≫

・各分野の相談機能を総合相談拠点に集約し、旧町村ごとに総合相談のサテライト機能を置く。社会福

祉施設が受託する相談機関など、集約が難しい場合は連携の仕組みを構築する。この場合、相談機関

の相談員をコミュニティソーシャルワーカーとして養成する。

・既存の「いきいき・ふれあいサロン」を活用するなど、小中学校区等の日常生活圏域に生活支援拠点

を置き、総合相談拠点（サテライト含む）からコミュニティソーシャルワーカー等専門職を派遣する。

・生活支援拠点から地域住民へのアウトリーチを行う。

◇合併した市における総合相談・生活支援拠点のイメージ

◇秋田市における総合相談・生活支援拠点のイメージ

≪ポイント≫

・地域包括支援センター設置エリアごとに各分野の相談機能を総合相談拠点として集約し、社会福祉

施設が受託する相談機関など、集約が難しい場合は連携の仕組みを構築する。この場合、相談機関

の相談員をコミュニティソーシャルワーカーとして養成する。

・各総合相談拠点や関係機関との協働の場をつくり、社協や自立相談支援機関が中核を担う。

・既存の「いきいき・ふれあいサロン」を活用するなど、小中学校区等の日常生活圏域に生活支援拠

点を置き、総合相談拠点からコミュニティソーシャルワーカー等専門職を派遣する。

・生活支援拠点から地域住民へのアウトリーチを行う。

－ 25－ － 26－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＣＳＷ：コミュニティソーシャルワーカー 

 
  

多機関協働の場 

生活支援拠点 

公民館・集会所、空き家・空き店舗等 

旧町村 

中学校区 

特別養護老人ホーム 

居宅介護支援事業所 

小学校区 

（旧）小学校区 

町内会・集落 

保育所 

・生活支援拠点にＣＳＷ等を派遣 

・必要に応じて自宅訪問を実施 

総合相談拠点 

地域包括支援センター 

在宅介護支援センター 

連携 

連携 

Ｃ

Ｓ

Ｗ

等

派

遣 

アウト 

リーチ 

医療機関 

医師、ＭＳＷ など 

障害者支援施設 

障害者相談支援事業所 

市福祉事務所 

自立相談支援機関 

基幹相談支援センター 

子ども未来センター など 

施設法人委託の相談機関職員

をＣＳＷとして養成 

地域の社会資源 

民生委員・児童委員、福祉員、地区社協、

自治会、子ども会、老人クラブ、婦人会、

ボランティア、ＮＰＯ、訪問看護等事業

所、医療機関、協議体、生活支援コーデ

ィネーター 等 

連携･協力･運営 

市社協総合相談 
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 ③旧市は人口規模・エリアごと、旧町に地域包括支援センター１か所設置

市町村 人 口 旧町村 小学校数 中学校数
地域包括支援センター

設置数 運営主体

秋田市 314,911 

秋田 37 20 16 
医療法人５

社会福祉法人９

社会福祉協議会２

河辺 3 2 1 社会福祉協議会

雄和 1 1 1 社会福祉法人

能代市 53,977 
能代 （※2） 11 6 1 行 政

二ツ井 1 1 1 社会福祉法人

大館市 73,155 

大館 12 6 4 
社会福祉法人３

社会福祉協議会

比内 3 1 1 社会福祉法人

田代 2 1 1 社会福祉法人

※１　「人口」は「秋田県の人口と世帯（月報）」平成 28 年 9 月 1 日現在

※２ 能代市は平成２９年度から３か所となる予定

≪ポイント≫

・各分野の相談機能を総合相談拠点に集約し、旧町村ごとに総合相談のサテライト機能を置く。社会福

祉施設が受託する相談機関など、集約が難しい場合は連携の仕組みを構築する。この場合、相談機関

の相談員をコミュニティソーシャルワーカーとして養成する。

・既存の「いきいき・ふれあいサロン」を活用するなど、小中学校区等の日常生活圏域に生活支援拠点

を置き、総合相談拠点（サテライト含む）からコミュニティソーシャルワーカー等専門職を派遣する。

・生活支援拠点から地域住民へのアウトリーチを行う。

◇合併した市における総合相談・生活支援拠点のイメージ

◇秋田市における総合相談・生活支援拠点のイメージ

≪ポイント≫

・地域包括支援センター設置エリアごとに各分野の相談機能を総合相談拠点として集約し、社会福祉

施設が受託する相談機関など、集約が難しい場合は連携の仕組みを構築する。この場合、相談機関

の相談員をコミュニティソーシャルワーカーとして養成する。

・各総合相談拠点や関係機関との協働の場をつくり、社協や自立相談支援機関が中核を担う。

・既存の「いきいき・ふれあいサロン」を活用するなど、小中学校区等の日常生活圏域に生活支援拠

点を置き、総合相談拠点からコミュニティソーシャルワーカー等専門職を派遣する。

・生活支援拠点から地域住民へのアウトリーチを行う。

－ 26－
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 】独単【村町 ① 

小坂町、上小阿仁村、藤

里町、五城目町、八郎潟

町、井川町、大潟村、羽

後町、東成瀬村 

② 町村【合併】 

三種町、八峰町、美郷町 

③ 市【合併】 

能代市、横手市、大館市、

男鹿市、湯沢市、由利本荘

市、潟上市、大仙市、北秋

田市、にかほ市、仙北市 

④ 秋田市 

 備 考 層区分

市町村 

   

人口規模 

    

 

旧市町村 

 

  等設施祉福・ 

への相談機

能 

中学校区 

   

小学校区 

（旧小学校区） 

福祉施設 

 の能機設施・ 

開放） 

町内会 

集 落 

   
ンロサの存既・ 

活用 
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生活支援拠点 

総合相談拠点 

総合相談 

Ｃ

Ｓ

Ｗ

等

支

援 

総合相談拠点 

総合相談拠点 

 

 

生活支援拠点 

 

 

生活支援拠点 

Ｃ

Ｓ

Ｗ

等

支

援 

Ｃ

Ｓ

Ｗ

等

支

援 

総合相談 Ｃ

Ｓ

Ｗ

等

支

援 

Ｃ

Ｓ

Ｗ

等

支

援 

総合相談拠点 

 

 

生活支援拠点 

Ｃ

Ｓ

Ｗ

等

支

援 

社協 

福祉事務所 等 

※鹿角市は 23 ページ参照
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秋田型総合相談・生活支援拠点の整備に向けて

Ⅰ 福祉施策・方針等との整合性

 

   厚生労働省プロジェクトチームが示した「新たな福祉提供ビジョン」や「ニッポン

一億総活躍プラン」に基づく「我が事・丸ごと」地域共生社会の地域づくりなど国が

示す施策や考え方と、これらを踏まえて全国社会福祉協議会が示す「社協・生活支援

活動強化方針」、更には本県における地域包括ケアシステムの実現に向けた取組みなど、

国・県・全社協の動向を注視する必要がある。 

   こうした地域福祉施策等の動向と本委員会の検討結果を踏まえ、トータルケアの理

念・目的に基づく地域福祉推進の方向性との整合性を図り、これからのトータルケア

の考え方や方向性を見直ししていく。 

 

 

Ⅱ 各市町村における体制整備

   これまでの取組みで述べたように、１０年以上にわたり総合相談・生活支援拠点の

必要性を提言してきたものの、市町村によって取組みや成果に差が生じている現状を

踏まえ、本会としても積極的な働きかけが必要である。 

   トータルケアを全県的に進めてきた理由の一つには、同じ秋田県民であるにもかか

わらず、居住している地域によって同様のサービスが受けられないといった不平等を

なくすことにあった。 

   少子高齢化・人口減少の進行が著しい本県にあっては、すべての市町村で同様の体

制整備が必要である。これまでの取組みを検証しつつ、今後の取組みに反省点を生か

していくことが求められる。 

   各市町村において秋田型総合相談・生活支援拠点の整備を着実に進めるためには、

各種制度・施策の実施主体である各市町村行政の理解と協力が不可欠であることから、

県と連携して、各市町村をはじめ関係機関への働きかけを強化するとともに、その実

現に向けて引き続き検討していく。 

   なお、働きかけにあたっては、高齢・障害・児童・生活困窮者等の各相談機関にお

いて、複合的な問題を抱えているケースや「制度の狭間」の問題ケースの数量的な分

析など、相談対応の実態を更に把握する必要がある。

◆各市町村に求められる役割・機能

(１)包括的な相談支援体制の構築

  ①「丸ごと」の相談を受け止める場の整備

   【必要なこと】 ・市町村福祉部局と他部局との横断的な体制づくり

           ・ソーシャルワークの知識、経験を有する専門職の配置

           ・多機関、多職種の連携体制づくり

           ・地域福祉計画の策定、見直し

28 

Ⅲ 財源確保の考え方

   市町村における包括的な総合相談体制構築のため、既存の制度や仕組み、人材につ

いて整理し、経験やノウハウを共有しながら、それぞれの役割を効果的に果たせるよ

う「人・モノ・カネ・情報」を再編成するなど、財政的にも効率化を図る必要がある。

例えば、生活支援体制整備事業における生活支援コーディネーターの役割、活動範囲

を高齢者以外の全世代に拡大するなどが考えられる。 

   また、「新たな福祉の提供ビジョン」の具体化に向けて、平成２８年度からモデル事

業として「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」が実施されており、「相談支

援包括化推進員」を配置して総合的な相談支援体制づくりを行っている。 

   平成２９年度からは住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを

行う「地域力強化推進事業」が実施されることから、総合相談体制づくりの財源とし

て積極的な活用を期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)住民に身近な圏域における交流・活動拠点の整備

  ①対象者を限定しない居場所づくり

   【必要なこと】 ・高齢、障害、子育て・児童等分野を問わない多世代交流拠点づくり

           ・福祉教育の充実

  ②生活支援サービスの拡充

   【必要なこと】 ・専門職による相談支援体制づくり

           ・地域運営組織機能づくり

           ・地域支援事業「介護予防」事業等の推進

◆地域力強化推進事業◆

 ①多機関の協働による包括的支援体制構築事業（平成２８年度～、補助率３／４）

  福祉ニーズの多様化・複雑化を踏まえ、単独の相談機関では十分に対応できない、い

わゆる「制度の狭間」の課題の解決を図る観点から、複合的な課題を抱える者等に対す

る包括的な支援システムを構築するとともに、高齢者などのボランティア等と協働し、

地域に必要とされる社会資源を創出する取組みをモデル的に実施する。

 ②地域力強化推進事業（平成２９年度新規、補助率３／４）

  住民の身近な圏域において、住民が主体的に地域課題を把握し、解決を試みることが

できる体制を構築することを支援するための事業。国では、２０２０年から２０２５年

を目途に全国展開を図る予定。

  ・実施主体：市町村（１００か所程度）

  ・予 算 額：２０億円（①・②の総額）

－ 27－ － 28－
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秋田型総合相談・生活支援拠点の整備に向けて

Ⅰ 福祉施策・方針等との整合性

 

   厚生労働省プロジェクトチームが示した「新たな福祉提供ビジョン」や「ニッポン

一億総活躍プラン」に基づく「我が事・丸ごと」地域共生社会の地域づくりなど国が

示す施策や考え方と、これらを踏まえて全国社会福祉協議会が示す「社協・生活支援

活動強化方針」、更には本県における地域包括ケアシステムの実現に向けた取組みなど、

国・県・全社協の動向を注視する必要がある。 

   こうした地域福祉施策等の動向と本委員会の検討結果を踏まえ、トータルケアの理

念・目的に基づく地域福祉推進の方向性との整合性を図り、これからのトータルケア

の考え方や方向性を見直ししていく。 

 

 

Ⅱ 各市町村における体制整備

   これまでの取組みで述べたように、１０年以上にわたり総合相談・生活支援拠点の

必要性を提言してきたものの、市町村によって取組みや成果に差が生じている現状を

踏まえ、本会としても積極的な働きかけが必要である。 

   トータルケアを全県的に進めてきた理由の一つには、同じ秋田県民であるにもかか

わらず、居住している地域によって同様のサービスが受けられないといった不平等を

なくすことにあった。 

   少子高齢化・人口減少の進行が著しい本県にあっては、すべての市町村で同様の体

制整備が必要である。これまでの取組みを検証しつつ、今後の取組みに反省点を生か

していくことが求められる。 

   各市町村において秋田型総合相談・生活支援拠点の整備を着実に進めるためには、

各種制度・施策の実施主体である各市町村行政の理解と協力が不可欠であることから、

県と連携して、各市町村をはじめ関係機関への働きかけを強化するとともに、その実

現に向けて引き続き検討していく。 

   なお、働きかけにあたっては、高齢・障害・児童・生活困窮者等の各相談機関にお

いて、複合的な問題を抱えているケースや「制度の狭間」の問題ケースの数量的な分

析など、相談対応の実態を更に把握する必要がある。

◆各市町村に求められる役割・機能

(１)包括的な相談支援体制の構築

  ①「丸ごと」の相談を受け止める場の整備

   【必要なこと】 ・市町村福祉部局と他部局との横断的な体制づくり

           ・ソーシャルワークの知識、経験を有する専門職の配置

           ・多機関、多職種の連携体制づくり

           ・地域福祉計画の策定、見直し
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Ⅲ 財源確保の考え方

   市町村における包括的な総合相談体制構築のため、既存の制度や仕組み、人材につ

いて整理し、経験やノウハウを共有しながら、それぞれの役割を効果的に果たせるよ

う「人・モノ・カネ・情報」を再編成するなど、財政的にも効率化を図る必要がある。

例えば、生活支援体制整備事業における生活支援コーディネーターの役割、活動範囲

を高齢者以外の全世代に拡大するなどが考えられる。 

   また、「新たな福祉の提供ビジョン」の具体化に向けて、平成２８年度からモデル事

業として「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」が実施されており、「相談支

援包括化推進員」を配置して総合的な相談支援体制づくりを行っている。 

   平成２９年度からは住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを

行う「地域力強化推進事業」が実施されることから、総合相談体制づくりの財源とし

て積極的な活用を期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)住民に身近な圏域における交流・活動拠点の整備

  ①対象者を限定しない居場所づくり

   【必要なこと】 ・高齢、障害、子育て・児童等分野を問わない多世代交流拠点づくり

           ・福祉教育の充実

  ②生活支援サービスの拡充

   【必要なこと】 ・専門職による相談支援体制づくり

           ・地域運営組織機能づくり

           ・地域支援事業「介護予防」事業等の推進

◆地域力強化推進事業◆

 ①多機関の協働による包括的支援体制構築事業（平成２８年度～、補助率３／４）

  福祉ニーズの多様化・複雑化を踏まえ、単独の相談機関では十分に対応できない、い

わゆる「制度の狭間」の課題の解決を図る観点から、複合的な課題を抱える者等に対す

る包括的な支援システムを構築するとともに、高齢者などのボランティア等と協働し、

地域に必要とされる社会資源を創出する取組みをモデル的に実施する。

 ②地域力強化推進事業（平成２９年度新規、補助率３／４）

  住民の身近な圏域において、住民が主体的に地域課題を把握し、解決を試みることが

できる体制を構築することを支援するための事業。国では、２０２０年から２０２５年

を目途に全国展開を図る予定。

  ・実施主体：市町村（１００か所程度）

  ・予 算 額：２０億円（①・②の総額）

－ 28－
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参考資料 

Ⅰ 秋田型総合相談・生活支援拠点あり方検討委員会設置要綱

 
（名 称） 
第１条 本委員会は、「秋田型総合相談・生活支援拠点あり方検討委員会」と称する。 
 
（目 的） 
第２条 本委員会は、福祉を取り巻く様々な制度や施策の現状と課題を踏まえ、少子高齢

化や人口減少が急速に進む本県において、高齢者、障害者、児童、生活困窮者等の縦割

りの弊害をなくし、横断的で総合的な相談支援が可能な支援体制の構築や生活支援拠点

のあり方に向けた調査研究を行うことを目的とする。 
 
（検討内容） 
第３条 本委員会は、次の事項について調査研究を行う。 
 (１) 総合相談機能に関する事項 
 (２) 生活支援機能に関する事項 
 (３) 支援拠点のあり方に関する事項 
 (４) 専門職の確保と役割に関する事項 
 (５) その他目的達成に必要な事項 
 
（構 成） 
第４条 本委員会は、「秋田県地域福祉推進委員会（以下「推進委員会」）運営要綱」第４

条及び第８条に基づく専門委員会として設置する。 
２ 委員は、次に掲げる関係機関・団体及び各分野の中から選任し、推進委員会委員長が

委嘱する。なお、委員の定数は１０名程度とする。 
 (１) 学識経験者 
 (２) 地域包括支援センター 
 (３) 市町村社会福祉協議会 
 (４) 行政関係者 
 (５) その他 
３ 本委員会に、委員の互選により委員長１名、副委員長１名を置く。 
 
（任 期） 
第５条 委員の任期は平成２９年３月３１日までとする。 
 
（会 議） 
第６条 本委員会は、必要に応じて推進委員会委員長が招集し、本委員会委員長がその議

長となる。 
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２ 推進委員会委員長は、第４条の委員のほか、必要があると認める時は、委員以外の者

に本委員会への出席を求めることができる。 
 
（費用弁償） 
第７条 委員には、秋田県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）「委員等の費用弁償

規程」に準じて旅費等を支給する。 
 
（庶 務） 
第８条 本委員会の庶務は、県社協において処理する。 
 
（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項は、推進委員会

委員長が別に定める。 
 
附 則 
 この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 
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Ⅱ 秋田型総合相談・生活支援拠点あり方検討委員会 委員名簿

 
 団体等 所属・職名 氏名 備考 

１ 学識経験者 
秋田大学大学院 

教授 
中村
なかむら

 順子
よ り こ

 委員長 

２ 

地域包括・在宅介

護支援センター連

絡協議会 

寺内地域包括支援センター寿光園

センター長 
柴田
し ば た

  融
とおる

  

３ 

市町村社会福祉協

議会 

湯沢市社会福祉協議会 

地域福祉課長 
赤平
あかひら

 一夫
か ず お

 副委員長 

４ 
藤里町社会福祉協議会 

生涯現役部門長補佐 
村岡
むらおか

 佐
さ

由里
ゆ り

  

５ 
三種町社会福祉協議会 

事務局次長兼地域福祉課長 
安達
あ だ ち

  隆
たかし

  

６ 県行政 
県地域活力創造課 

課長 
恵比
え び

原
はら

 史
ふひと

  

７ 〃 
県福祉政策課 

課長 
須田
す だ

 広
こう

悦
えつ

  

８ 市町村行政 
横手市健康福祉部 

次長兼社会福祉課長 
木村
き む ら

  忠
ただし

  

９ 〃 
小坂町総務課 

課長 
成田
な り た

 祥夫
さ ち お

  

※所属・職名は平成２９年３月末現在
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